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三
十
四
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
法
学
部
に
ご
勤
続
さ
れ
た
加
藤
久
雄
教
授
が
平
成
二
〇
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
退
職
さ
れ
る
。
長

年
、
法
学
部
の
た
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
、
学
部
を
代
表
し
て
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
。

　
加
藤
久
雄
教
授
は
一
九
四
二
年
七
月
八
日
に
名
古
屋
で
出
生
さ
れ
、
名
門
愛
知
県
立
旭
丘
高
校
を
卒
業
さ
れ
た
後
、
慶
慮
義
塾
大

学
に
進
学
さ
れ
た
。
一
九
六
八
年
に
慶
慮
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
を
修
了
さ
れ
、
そ
の
後
、
大
阪
大
学
大
学
院
法

学
研
究
科
博
士
課
程
に
お
い
て
故
瀧
川
春
雄
教
授
の
も
と
で
精
神
病
質
（
人
格
異
常
）
犯
罪
者
の
刑
事
責
任
能
力
の
問
題
に
取
り
組

ま
れ
た
。
以
来
、
加
藤
教
授
は
こ
の
テ
ー
マ
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
日
本
語
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
語
等
で
も
多
く
の
論
文
を
執
筆
さ
れ

た
。
大
阪
大
学
時
代
に
は
、
全
国
の
刑
務
所
を
訪
れ
、
約
三
千
人
の
受
刑
者
の
中
か
ら
精
神
病
質
傾
向
を
示
す
と
思
わ
れ
た
も
の
を

抽
出
し
、
染
色
体
異
常
の
検
査
を
行
う
な
ど
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
加
藤
教
授
の
「
現
場
主
義
」
が
発
揮
さ
れ
た
と
い
う
。
加
藤
先
生
の

こ
う
し
た
実
証
的
な
現
場
主
義
は
、
先
生
の
も
と
で
研
さ
ん
を
積
ん
だ
若
手
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ミ
生
を
引
率
し
て
の
刑
事
施
設

見
学
で
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　
加
藤
先
生
は
一
九
七
一
年
に
大
阪
大
学
大
学
院
博
士
課
程
を
単
位
取
得
退
学
さ
れ
、
日
本
学
術
振
興
会
奨
励
研
究
員
と
な
ら
れ
た

後
、
七
三
年
に
刑
事
法
の
担
当
教
員
と
し
て
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師
に
就
任
し
、
そ
の
後
八
四
年
に
教
授
に
就
任
し
た
。

こ
の
間
、
一
九
八
二
年
に
は
後
述
す
る
『
治
療
・
改
善
処
分
の
研
究
』
に
よ
り
法
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
先
生
が
担

当
さ
れ
た
科
目
と
し
て
は
、
刑
法
、
刑
事
政
策
、
医
事
法
、
犯
罪
学
な
ど
が
あ
る
。
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一
九
七
五
年
か
ら
七
七
年
ま
で
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
奨
学
生
と
し
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
留
学
さ
れ
た
。
上
記
の
研
究
を
き
っ

か
け
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
シ
ュ
ー
ラ
ー
・
シ
ュ
プ
リ
ン
ゴ
ル
ム
教
授
に
も
師
事
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
処
分
を
は
じ
め
と

し
た
分
野
に
も
研
究
を
広
げ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
八
四
年
か
ら
八
五
年
に
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
講
師
、
八
八
年
に
は
ブ
レ
ー

メ
ン
大
学
社
会
学
部
客
員
教
授
、
九
五
年
か
ら
九
六
年
に
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
客
員
教
授
も
勤
め
ら
れ
る
な
ど
、
国
際
的
に
も
活
躍

さ
れ
た
。

　
な
お
、
精
神
障
害
者
と
刑
事
責
任
能
力
そ
し
て
そ
の
処
遇
に
関
す
る
問
題
は
、
大
阪
で
起
き
た
池
田
小
学
校
の
事
件
を
契
機
に
、

日
本
で
も
二
〇
〇
三
年
に
「
心
神
喪
失
者
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
」
（
心

神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
）
が
成
立
し
、
二
〇
〇
五
年
よ
り
施
行
さ
れ
、
現
在
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
実
務
も
進
ん

で
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
そ
の
か
な
り
以
前
に
議
論
が
活
発
化
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
先
進
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
加
藤
先
生
は

先
見
の
明
で
研
究
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
『
人
格
障
害
犯
罪
者
と
社
会
治
療
ー
高
度
に

危
険
な
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
事
政
策
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
』
（
二
〇
〇
二
年
、
成
文
堂
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

　
そ
れ
以
外
に
も
、
一
連
の
研
究
の
成
果
は
『
治
療
・
改
善
処
分
の
研
究
』
（
一
九
八
一
年
、
慶
鷹
通
信
）
、
『
犯
罪
者
処
遇
の
理
論
と

実
践
』
（
一
九
八
四
年
、
慶
鷹
通
信
）
、
『
刑
事
政
策
学
入
門
』
（
一
九
九
一
年
、
立
花
書
房
）
、
『
組
織
犯
罪
の
研
究
ー
マ
フ
ィ
ア
、

ラ
・
コ
ー
ザ
・
ノ
ス
ト
ラ
、
暴
力
団
の
比
較
研
究
』
（
一
九
九
二
年
、
成
文
堂
）
、
『
暴
力
団
』
（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
ロ
○
』
器
）
（
一
九
九

三
年
、
岩
波
書
店
）
、
『
刑
事
政
策
学
』
（
一
九
九
五
年
、
慶
鷹
通
信
）
、
『
医
事
刑
法
入
門
』
（
一
九
九
六
年
、
東
京
法
令
出
版
）
、
『
ボ
ー
ダ

レ
ス
時
代
の
刑
事
政
策
（
改
訂
版
）
』
（
一
九
九
九
年
、
有
斐
閣
）
、
『
ポ
ス
ト
ゲ
ノ
ム
社
会
に
お
け
る
医
事
刑
法
入
門
（
新
訂
・
補
正

版
）
』
（
二
〇
〇
六
年
、
東
京
法
令
出
版
）
な
ど
の
著
書
と
し
て
結
実
し
て
い
る
。

　
一
九
九
一
年
か
ら
九
九
年
ま
で
は
刑
事
政
策
の
司
法
試
験
考
査
委
員
、
ま
た
同
時
期
に
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
幹
事
と
し
て
社

会
的
な
活
動
に
も
参
加
さ
れ
た
。
さ
ら
に
医
学
と
法
学
と
い
う
異
な
る
分
野
の
専
門
家
を
交
え
て
の
研
究
会
を
積
極
的
に
開
催
さ
れ
、

V1



医
事
法
と
い
う
法
学
部
の
法
律
科
目
に
医
学
の
専
門
家
を
講
師
と
し
て
招
く
学
際
的
な
授
業
科
目
の
推
進
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
ま

れ
た
。

　
加
藤
教
授
は
高
校
ま
で
は
野
球
に
燃
え
る
青
年
で
あ
っ
た
た
め
か
、
見
る
か
ら
に
勇
壮
な
体
格
を
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
近
年

体
調
を
崩
さ
れ
、
先
生
ら
し
く
な
い
や
や
お
元
気
の
な
い
お
姿
を
拝
見
す
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。
ぜ
ひ
と
も
先
生
が
万
全
な
体
調

に
戻
ら
れ
、
元
通
り
の
元
気
な
お
姿
で
今
後
と
も
意
欲
的
に
研
究
に
従
事
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
お
祈
り
し
た
い
。

平
成
二
〇
年
一
月

法
学
部
長
国
分
良
成

序
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